
賃
金

時
間
給
　
８
６
０
円

提
出
書
類

臨
時
職
員
登
録
申
請
書

（
提
出
先
は
庶
務
課
に
な
り
ま
す
。）

受
付
期
間

６
月
16
日
∑
〜
６
月
25
日
π

申
込
み
・
問
合
せ
先

福
祉
課
児
童
福
祉
係

内
線
１
６
３

埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
の
”

出
前
“
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
「
梨
の
ま
ち
白
岡
大
会
」
を
開
催
し

ま
す
。
参
加
者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
同

時
募
集
し
ま
す
。

日
時

７
月
６
日
∂

午
前
10
時
15
分

〜
午
後
３
時
（
受
付
10
時
）

会
場

白
岡
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

【
参
加
者
】

対
象

町
内
在
住
・
在
勤
の
障
害
者
及

び
介
護
者

定
員

１
０
０
名
程
度
（
申
込
み
順
）

種
目

風
船
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
卓
球
バ

レ
ー
、
ボ
ッ
チ
ャ
、
各
種
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン

参
加
費

１
０
０
円
（
傷
害
保
険
料
）

持
参
す
る
物

弁
当
、
体
育
館
用
の
上

履
き

【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
】

内
容

会
場
準
備
と
片
付
け
、
参
加
者

と
一
緒
に
競
技
に
参
加

参
加
費

無
料

※
傷
害
保
険
料
と
弁
当
は
障
害
者
交
流

セ
ン
タ
ー
が
負
担
し
ま
す
。

持
参
す
る
物

体
育
館
用
の
上
履
き

【
申
込
み
】

申
込
方
法

申
込
書
（
福
祉
課
に
あ
り

ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
６
月

３
日
∏
か
ら
18
日
π
ま
で
に
福
祉
課
か

埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー

ツ
指
導
課
へ
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申

込
み
く
だ
さ
い
。
（
必
着
）

問
合
せ
先

〒
３
４
９
│
０
２
９
２

白
岡
町
大
字
千
駄
野
４
３
２

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
　
内
線
１
６
３

FAX
（
93
）
５
０
３
７

埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー

〒
３
３
０
│
８
５
２
２

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
大
原
３
│
10
│
１

1
０
４
８
（
８
３
４
）
２
２
４
８

FAX
０
４
８
（
８
３
４
）
３
３
３
３

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
年
60

歳
以
上
の
か
た
を
対
象
に
納
涼
大
会
を

催
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
７
月
24
日
∫

に
開
催
し
ま
す
。
当
日
演
技
を
披
露
し

た
い
か
た
を
募
集
し
ま
す
。

定
員

40
名
（
先
着
順
）

申
込
み
・
問
合
せ
先

７
月
９
日
π
午
前
９
時
30
分
か
ら
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
ヘ
（
本
人
が
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
）

1
（
92
）
１
２
０
５

本
人
確
認
の
書
類
提
示
に
つ
い
て

７
月
１
日
∏
か
ら
県
税
に
関
す
る
納

税
証
明
書
（
自
動
車
税
継
続
検
査
用
納

税
証
明
書
を
除
く
）
を
請
求
さ
れ
る
場

合
、
運
転
免
許
証
等
の
公
的
機
関
の
発

行
し
た
証
明
書
類
等
に
よ
り
本
人
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
代
理
人
が
請
求
さ
れ
る
場
合
、

委
任
状
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
代
理
人
自
身
の
本
人
確
認
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
併
せ
て
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

春
日
部
県
税
事
務
所

1
０
４
８
（
７
３
７
）
２
１
１
０

自
動
車
税
事
務
所

1
０
４
８
（
６
２
３
）
０
２
２
６

県
税
務
課

1
０
４
８
（
８
３
０
）
２
６
５
３

来
庁
者
の
本
人
確
認
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

住
民
票
の
写
し
等
を
本
人
に
な
り
す

ま
し
て
個
人
情
報
を
取
得
し
た
り
、
虚

偽
の
戸
籍
の
届
出
や
住
民
異
動
届
出
な

ど
、
悪
質
な
犯
罪
事
件
が
発
生
し
て
い

ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
を
防
止
す
る
た
め

に
窓
口
に
お
い
て
、
運
転
免
許
証
や
パ

ス
ポ
ー
ト
な
ど
で
、
来
庁
者
の
本
人
確

認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

住
民
課
住
民
係内

線
１
３
７

〜
来
る
８
月
25
日
∑
か
ら
本
稼
働
し

ま
す
！
〜

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
国
の
市
区

町
村
を
結
ん
だ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
事
務
の
効
率

化
を
図
る
も
の
で
す
。

昨
年
８
月
５
日
か
ら
は
住
民
票
コ
ー

ド
を
基
に
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
な
部
分

で
あ
る
国
の
機
関
等
へ
の
本
人
確
認
情

報
の
提
供
や
利
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

例
と
し
て
、

・
一
般
旅
券
の
新
規
発
給
に
お
け

る
住
民
票
の
写
し
の
添
付
省
略

・
恩
給
受
給
者
の
受
給
権
調
査
に

お
け
る
市
区
町
村
長
の
記
載
事
項

証
明
の
廃
止

・
地
方
共
済
組
合
の
年
金
受
給
権

の
現
況
届
の
廃
止
な
ど

そ
し
て
、
来
る
８
月
25
日
∑
か
ら
は
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
、
住

民
票
の
写
し
の
広
域
交
付
、
転
入
転
出

手
続
き
の
特
例
処
理
な
ど
が
始
ま
り
ま

す
。今

後
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、

広
報
し
ら
お
か
等
を
通
じ
、
お
知
ら
せ

し
て
参
り
ま
す
。

※
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
と
は
？

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
高
度
な

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能
を
備
え
た
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、
希
望
し
た
住
民

の
か
た
に
交
付
す
る
も
の
で
、
住
民
票

に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
住
民
票
コ
ー

ド
な
ど
が
記
録
さ
れ
た
カ
ー
ド
で
す
。

こ
の
カ
ー
ド
を
も
っ
て
い
る
か
た
は
、

全
国
ど
こ
で
も
住
民
票
の
写
し
の
交
付

が
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
引
っ
越
し
す
る

場
合
、
市
町
村
窓
口
で
の
手
続
き
が
簡

素
化
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先

住
民
課
住
民
係内

線
１
３
７

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
（
自

営
業
者
な
ど
）
で
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
か
た
に
は
、
保
険
料
が

免
除
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

○
　
全
額
免
除

保
険
料
の
全
額
（
月

額
１
３
３
０
０
円
）
を
免
除
す
る

制
度
で
す
。

○
　
半
額
免
除

保
険
料
の
半
額
（
月

額
６
６
５
０
円
）
を
納
め
て
半
額

を
免
除
す
る
制
度
で
す
。

※
半
額
を
納
め
な
い
月
は
未
納
期

間
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
‥
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
年
金
を

受
け
る
と
き
ど
う
扱
わ
れ
る
の
？

Ａ
‥
免
除
期
間
は
未
納
扱
い
と
な
り
ま

せ
ん
。
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年

金
な
ど
を
受
け
る
た
め
の
受
給
資
格
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
老
齢

基
礎
年
金
額
の
計
算
の
際
は
、
保
険
料

（
全
額
）
を
納
付
し
た
期
間
と
比
べ
、

全
額
免
除
期
間
は
３
分
の
１
、
半
額
免

除
期
間
は
３
分
の
２
の
額
に
減
額
さ
れ

ま
す
。

22

お
知
ら
せ

納
　
涼
　
大
　
会

住
民
課
か
ら
お
願
い

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

納
税
証
明
書
を

請
求
さ
れ
る
か
た
へ

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

「
梨
の
ま
ち
白
岡
大
会
」

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

※

〟

〟



Ｑ
‥
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
免
除
に
な
る

の
？

Ａ
‥
免
除
の
承
認
期
間
は
、
７
月
か
ら

翌
年
の
６
月
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
免

除
の
承
認
は
、
申
請
を
し
た
月
の
前
月

か
ら
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
‥
免
除
の
申
請
に
何
が
必
要
に
な
る

の
？

Ａ
‥
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
し
て
雇

用
保
険
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
受
給

資
格
者
証
、
15
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
さ
れ
た
か
た
は
前
住
所
地
の
所
得
証

明
書
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

内
線
１
４
３
・
１
４
４

老
人
医
療
と
は
、
満
68
歳
及
び
69
歳

で
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た

（
本
人
又
は
配
偶
者
の
住
民
税
課
税
標

準
額
が
47
万
円
を
超
え
る
か
た
を
除

く
。
）
が
負
担
す
る
医
療
費
の
一
部
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。
該
当
す
る
か
た

に
は
、
誕
生
月
の
前
月
下
旬
ま
で
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

老
人
医
療
費
受
給
者
の
医
療
費
負
担

額
（
本
人
負
担
額
）
は
一
割
で
す
。

ひ
と
月
の
本
人
負
担
額
が
左
表
に
示

す
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
申
請
に
よ

り
超
過
額
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

入
院
の
場
合
で
、
同
一
医
療
機
関
で
の

ひ
と
月
あ
た
り
の
本
人
負
担
額
が
下
表

に
示
す
額
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
後

の
お
支
払
い
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

※
住
民
税
の
非
課
税
世
帯
に
属
し
、

扶
養
を
受
け
て
い
な
い
か
た
で
、
町
の

認
定（
あ
ら
か
じ
め
申
請
が
必
要
で
す
。）

を
受
け
た
場
合
に
は
、
入
院
時
の
ひ
と

月
の
支
払
い
限
度
額
が
２
４
６
０
０
円

（
外
来
の
み
の
場
合
は
８
０
０
０
円
）

に
減
額
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先

高
齢
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

内
線
１
７
２
・
１
７
３

次
の
よ
う
な
か
た
は
、
老
人
保
健
で

医
療
を
受
け
ま
す
。
医
療
機
関
に
か
か

る
と
き
は
、
健
康
保
険
証
と
あ
わ
せ
て

健
康
手
帳
と
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

○
昭
和
７
年
９
月
30
日
以
前
に
生
ま
れ

た
か
た

○
一
定
の
障
害
が
あ
り
、
認
定
を
受
け

た
65
歳
以
上
の
か
た

こ
ん
な
と
き
に
は
、
保
険
年
金
課
に

届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

こ
ん
な
と
き

届
け
出
に
必
要
な
も
の

一
定
の
障
害
の
あ
る
か
た
が
65
歳
に
な

っ
た
と
き
、
ま
た
は
65
歳
を
過
ぎ
て
一

定
の
障
害
の
あ
る
状
態
に
な
っ
た
と

き
（
既
に
老
人
保
健
に
該
当
し
て
い
る

か
た
は
除
き
ま
す
）

身
体
障
害
者
手
帳（
ま
た
は
診
断
書
等
）、

健
康
保
険
証
、
印
鑑

転
出
す
る
と
き

医
療
受
給
者
証
、
健
康
手
帳
、
印
鑑

転
入
し
て
き
た
と
き

健
康
保
険
証
、
負
担
区
分
等
証
明
書
、

印
鑑

町
内
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

医
療
受
給
者
証
、
健
康
手
帳
、
健
康
保

険
証
、
印
鑑

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変
わ
っ
た

と
き

医
療
受
給
者
証
、
健
康
手
帳
、
新
し
い

健
康
保
険
証
、
印
鑑

生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と

き
（
国
保
の
か
た
）

医
療
受
給
者
証
、
健
康
手
帳
、
印
鑑

死
亡
し
た
と
き

医
療
受
給
者
証
、
健
康
手
帳
、
印
鑑

問
合
せ
先

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
税
係

内
線
１
４
２
・
１
４
７
・
１
４
８

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
か
た
は
、

６
月
中
に
「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
届
け
は
、
毎

年
６
月
１
日
に
お
け
る
状
況
を
記
載
し
、

児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
現
在
、
手
当
を
受
け
て
い
る

か
た
に
は
、
現
況
届
の
用
紙
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
け
の
提
出

が
な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
の
支

給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

受
付
日

６
月
16
日
∑
〜
20
日
ª

受
付
時
間

〈
午
前
の
部
〉
午
前
９
時
〜
正
午

〈
午
後
の
部
〉
午
後
２
時
〜
４
時

受
付
場
所

役
場
１
階
会
議
室
１
０
２

現
況
届
に
必
要
な
添
付
書
類
等

◎
年
金
加
入
証
明
書

勤
務
先
で
証
明
し
て
も
ら
っ
て
く
だ

さ
い
。（
国
民
年
金
加
入
者
は
不
要
）

◎
所
得
証
明
書

白
岡
町
に
今
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
さ
れ
た
か
た
は
、
前
住
所
地
の
市
区

町
村
長
の
発
行
す
る
児
童
手
当
用
所
得

証
明
書
（
平
成
14
年
中
の
所
得
）
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
印
鑑

そ
の
他

平
成
14
年
分
の
所
得
が
未
申
告
の
か

た
は
、
必
ず
申
告
し
て
か
ら
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
中
に
都
合
の
つ
か
な
い
か

た
は
、
お
早
め
に
福
祉
課
窓
口
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

問
合
せ
先

福
祉
課
児
童
福
祉
係

内
線
１
６
２
・
１
６
３

主
に
３
階
建
て
以
上
の
高
層
住
宅
な

ど
へ
の
給
水
は
、
貯
水
槽
水
道
で
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
貯
水
槽
水
道
と
は
、
水

を
た
め
る
貯
水
槽
と
水
を
く
み
上
げ
る

ポ
ン
プ
、
蛇
口
ま
で
水
を
流
す
水
道
管

な
ど
を
含
め
た
も
の
で
す
。

こ
の
貯
水
槽
の
容
量
が
10
„
以
下
の

貯
水
槽
水
道
は
、
法
の
規
制
の
対
象
に

な
く
、
一
度
貯
水
槽
に
入
っ
た
水
の
管

理
は
、
設
置
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
管
理
が
不
徹
底
だ
と
、

衛
生
上
の
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
平
成
13
年
７
月
に
水
道
法

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
町
で
も
給
水
条

例
の
一
部
改
正
を
行
い
、
水
道
事
業
者

及
び
設
置
者
の
責
務
を
定
め
ま
し
た
。

設
置
者
の
皆
さ
ん
に
実
施
し
て
い
た
だ

く
管
理
の
基
準
や
点
検
の
方
法
な
ど
は
、

主
に
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
貯
水
槽
の
清
掃
は
１
年
に
１
回
実
施

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
貯
水
槽
の
内
面
の
破
損
、
老
化
や
劣

化
、
水
漏
れ
、
外
壁
の
破
損
、
さ
び

や
腐
食
、
マ
ン
ホ
ー
ル
の
密
閉
状
態

な
ど
に
つ
い
て
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
給
水
す
る
水
が
健
康
を
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直

ち
に
給
水
を
停
止
し
、
利
用
者
な
ど

に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

水
道
課1

（
92
）
１
３
０
４

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
と
は
、
自
動
車
の

排
出
ガ
ス
や
工
場
の
ば
い
煙
な
ど
に
含

ま
れ
て
い
る
窒
素
酸
化
物
や
炭
化
水
素

な
ど
が
太
陽
か
ら
の
紫
外
線
を
受
け
て

複
雑
な
光
化
学
反
応
を
起
こ
し
、
有
害

な
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
（
酸
化
性
物

質
）
に
変
わ
る
こ
と
で
起
き
る
現
象
で

す
。
こ
の
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
が
あ

る
濃
度
以
上
に
な
る
と
、
息
苦
し
く
な

っ
た
り
、
目
が
痛
く
な
る
な
ど
の
人
体

へ
の
悪
影
響
が
起
こ
り
、
植
物
に
も
被

23

老
人
医
療
費
受
給
者
の

皆
さ
ん
へ

老
人
保
健

届
け
出
を
忘
れ
ず
に

児
童
手
当
の
現
況
届
提

出
に
つ
い
て

貯
水
槽
水
道
の
清
掃
と

点
検
を
！
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　自己負担�
　限度額�
（入院をし�
　た場合）�

 一般の受給�
者のかた�

減額認定を�
受けている�
かた※�

4万200円�

2万4,600円�

1万2,000円�

8,000円�

外来のみ�
の場合 

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に

注
意
！


